
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都 ９.９１％ 愛知県 １０.０３％ 三重県 ９.９９％ 

滋賀県 ９.９７％ 大阪府 １０.２４％ 奈良県 １０.０２％ 

京都府 １０.０３％ 兵庫県 １０.１６％ 和歌山県 １０.１９％ 

全国一律 １.５９％（１.６０％から変更） 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、

毎年１回、３月分（４月納付分）から適用される保険料率の見直しを行います。 

令和７年３月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。 
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中小企業の実態判明 サイバー攻撃の約７割は取引先へも影響（経産省） 

★当事務所では、サイバーセキ

ュリティ対策に万全を期して

おりますので、ご安心くださ

い。 

なお、本調査では、普段からサ

イバーセキュリティ対策投資

を行っている中小企業の約５

割が、取引先との取引につなが

ったと実感しているという実

態も明らかにされています。 

貴社におかれましても、「取引

先が自社のサイバーセキュリ

ティ対策を見ている」という意

識をもって、不安があれば、こ

のリーフレットに目を通して

おかれると良いと思います。 

発行：はっとり社会保険労務士事務所 
〒635-0015 大和高田市幸町 3-3-211 
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★大分県を除く 46 都道府県で都道府県単位保険料率が変更されます。また、全国一律の介護保険料率も変更

されますので、結果的にすべての都道府県において、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が変更されるこ

とになります、給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。 

 

次ページへ続く 

４ 
2025 

事 務 所 通 信 

令和７年３月分からの協会けんぽの保険料率が決定 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和７年３月分からの協会けんぽの保険料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕            は変更あり（大分県以外は変更あり） 

２ 介護保険料率〔全国一律／40 歳以上65 歳未満の方について、１に加えて負担・納付〕 

㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料

の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。 

経済産業省から、中小企業等におけるサイバーセキュリティ対策に関する実態調査の結果が公表

され、約７割の中小企業において組織的なセキュリティ体制が整備されていないという実態や、過去３年間にサ

イバー攻撃の被害に遭った中小企業のうち約７割が取引先にも影響が及んだ（「サイバードミノ」が起きている）

という実態が明らかになりました。そこで、同省は、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の活用を促進

するためのリーフレットを作成し、公表しました。その一部を紹介しておきます。 
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厚生労働省から、主に中小企業向けに、男女間賃金差異の要因を分析できる簡易なツールとして作成された

「男女間賃金差異分析ツール」が公表されました。 

同省では、男女間賃金差異の要因を分析することは、女性活躍に関する課題分析やより効果的な女性活躍の

取組につながるということで、このツールを広く周知し、企業における女性活躍の一層の取組を促進してい

くこととしています。 

そのツールの概要を、同省の周知用のチラシで確認しておきましょう。 

◆あとがき◆ 

新しい年度が始まります。年度初めからスタートする種々の法改正等、しっかりお伝えしてまいります。

宜しくお願い申し上げます。 

4/1 ● 改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法、改正雇用保険法の施行 

4/10 ● 3 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

 4/15 ● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

4/30 ● ３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● ３月・８月・11 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 労働者死傷病報告（１月～３月分）の提出期限 

 

お仕事 

カレンダー 

４月 

主に中小企業向けの「男女間賃金差異分析ツール」を公表（厚労省） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・男女間賃金差異分析ツールを公開しました！（チラシ）の一部・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


